
○

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）

改

正

案

現

行

第
九
条
の
二

金
融
業
（
銀
行
業
、
信
託
業
、
保
険
業
、
無
尽
業
及
び
証
券
業
を

第
九
条
の
二

金
融
業
（
銀
行
業
、
信
託
業
、
保
険
業
、
無
尽
業
及
び
証
券
業
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
事
業
を
営
む
株
式
会
社
（
持
株
会
社
た
る
株
式

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
事
業
を
営
む
株
式
会
社
（
持
株
会
社
た
る
株
式

会
社
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
資
本
の
額
が
三
百
五
十
億
円
以
上
又
は
そ

会
社
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
資
本
の
額
が
三
百
五
十
億
円
以
上
又
は
そ

の
純
資
産
の
額
（
最
終
の
貸
借
対
照
表
に
よ
る
資
産
の
合
計
金
額
か
ら
負
債
の

の
純
資
産
の
額
（
最
終
の
貸
借
対
照
表
に
よ
る
資
産
の
合
計
金
額
か
ら
負
債
の

合
計
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
い
、
当
該
貸
借
対
照
表
に
係
る
事
業
年
度

合
計
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
い
、
当
該
貸
借
対
照
表
に
係
る
事
業
年
度

終
了
の
日
後
に
お
い
て
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
八

終
了
の
日
後
に
お
い
て
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
八

十
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
る
新
株
の
発
行
、
新
株
引
受
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新

十
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
る
新
株
の
発
行
、
新
株
引
受
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
新

株
の
引
受
権
の
行
使
に
よ
る
新
株
の
発
行
、
株
式
交
換
、
合
併
又
は
社
債
の
株

株
の
引
受
権
の
行
使
に
よ
る
新
株
の
発
行
、
株
式
交
換
、
合
併
又
は
社
債
の
株

式
へ
の
転
換
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
よ
る
純
資
産
の
増
加
額
を
加
え

式
へ
の
転
換
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
よ
る
純
資
産
の
増
加
額
を
加
え

た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
千
四
百
億
円
以
上
で
あ
る

た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
千
四
百
億
円
以
上
で
あ
る

も
の
は
、
そ
の
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
他
の
国
内
の
会
社
の
株
式
の
取
得
価

も
の
は
、
そ
の
取
得
し
、
又
は
所
有
す
る
他
の
国
内
の
会
社
の
株
式
の
取
得
価

額
の
合
計
額
が
自
己
の
資
本
の
額
に
相
当
す
る
額
又
は
純
資
産
の
額
に
相
当
す

額
の
合
計
額
が
自
己
の
資
本
の
額
に
相
当
す
る
額
又
は
純
資
産
の
額
に
相
当
す

る
額
の
い
ず
れ
か
多
い
額
（
以
下
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
こ
と
と

る
額
の
い
ず
れ
か
多
い
額
（
以
下
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
額
を
超
え
て
他
の
国
内
の
会
社
の
株
式
を
取
得
し

な
る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
額
を
超
え
て
他
の
国
内
の
会
社
の
株
式
を
取
得
し

、
又
は
所
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合

、
又
は
所
有
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
株
式
の
取
得
又
は
所
有
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
お
け
る
当
該
株
式
の
取
得
又
は
所
有
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

十

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に

十

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
十
一
項
に

規
定
す
る
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
同
法
第
七
十
五
条

規
定
す
る
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
同
法
第
七
十
五
条
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第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
株
式
を
発

第
一
項
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
株
式
を
発

行
す
る
株
式
会
社
の
う
ち
、
資
本
の
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
も
の

行
す
る
株
式
会
社
の
う
ち
、
資
本
の
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
も
の

で
あ
つ
て
、
前
事
業
年
度
に
お
い
て
試
験
研
究
費
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
費

で
あ
つ
て
、
前
事
業
年
度
に
お
い
て
試
験
研
究
費
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
費

用
の
合
計
額
の
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
に
対
す
る
割
合
が
政
令
で
定
め
る

用
の
合
計
額
の
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
に
対
す
る
割
合
が
政
令
で
定
め
る

割
合
を
超
え
る
も
の
又
は
設
立
の
日
以
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で

割
合
を
超
え
る
も
の
又
は
設
立
の
日
以
後
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で

あ
つ
て
、
常
勤
の
研
究
者
の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

あ
つ
て
、
常
勤
の
研
究
者
の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

当
該
研
究
者
の
数
の
常
勤
の
役
員
及
び
従
業
員
の
数
の
合
計
に
対
す
る
割
合

当
該
研
究
者
の
数
の
常
勤
の
役
員
及
び
従
業
員
の
数
の
合
計
に
対
す
る
割
合

が
政
令
で
定
め
る
割
合
以
上
で
あ
る
も
の
の
株
式
を
取
得
し
、
又
は
所
有
す

が
政
令
で
定
め
る
割
合
以
上
で
あ
る
も
の
の
株
式
を
取
得
し
、
又
は
所
有
す

る
場
合

る
場
合

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

２
〜
９

（
略
）
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